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議事日程（第１号）  

平成 26年６月 10日  

開   会   午前９時 30分  

日程第１   会議録署名議員の指名  

日程第２   会期の決定  

日程第３   諸般の報告  

日程第４   市長の行政報告  

日程第５   議案第 20号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例等の一部改正）  

日程第６   議案第 21号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第７   議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市国民健康保険税条例の一部改正）  

日程第８   議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する  

             条例の一部改正）  

日程第９   議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償  

             に関する条例の一部改正）  

日程第 10  議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 25年度岩出市一般会計補正予算第５号）  

日程第 11  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 25年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第 ４ 

             号）  

日程第 12  議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 25年度岩出市介護保険特別会計補正予算第４号）  

日程第 13  議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 25年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号）  

日程第 14  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて  

            （平成 25年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）  

日程第 15  議案第 30号  岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  

           関する条例の一部改正について  
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日程第 16  議案第 31号  岩出市税条例の一部改正について  

日程第 17  議案第 32号  岩出市障害程度区分認定審査会委員定数条例の一部改正に  

           ついて  

日程第 18  議案第 33号  岩出市地域生活支援事業に関する条例の一部改正について  

日程第 19  議案第 34号  平成 26年度岩出市一般会計補正予算（第１号）  

日程第 20  議案第 35号  平成 26年度岩出市下水道事業特別会計補正予算（第１号）  

日程第 21  議案第 36号  平成 26年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 22  議案第 37号  市道路線の廃止について  

日程第 23  議案第 38号  市道路線の認定について  

日程第 24  議案第 39号  岩出市公共下水道（ 1614－３）下水管布設工事請負契約に  

           ついて  

 

 



－3－ 

                  開会             （９時 30分）  

○松下議長  皆さん、おはようございます。  

  議場内では、録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、平成 26年第２回岩出市議会定例会を開会いたします。  

  直ちに本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、市長の行政報

告、議案第 20号から議案第 39号までの議案 20件につきましては、提案理由の説明で

す。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

日程第１  会議録署名議員の指名  

○松下議長  日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 81条の規定により、尾和弘一議員及び

宮本要代議員の両名を指名いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

日程第２  会期の決定  

○松下議長  日程第２  会期の決定を議題といたします。  

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月 27日までの 18日間とすることに

ご異議ありませんか。  

（異議なし）  

○松下議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本定例会の会期は、本日から６月 27日までの 18日間と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

日程第３  諸般の報告  

○松下議長  日程第３  諸般の報告を行います。  

  去る５月 28日に開催されました第 90回全国市議会議長会定期総会におきまして、

増田浩二議員、吉本勧曜議員、尾和弘一議員が一般表彰を受賞されましたので、ご

報告いたします。おめでとうございます。  

  次に、本定例会に説明員としての出席者の職、氏名は、配付の写しのとおりであ

ります。  

  次に、本定例会に市長から提出のありました議案等は、配付のとおり議案 20件と

報告４件であります。  

  次に、受理した請願第２号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書につき
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ましては、配付の請願文書表のとおり、厚生常任委員会に付託いたします。  

  次に、平成 26年第１回定例会から平成 26年第２回定例会までの会務の概要は、配

付の議長報告書のとおりであります。  

  次に、平成 26年度市議会議長会関係について、事務局から報告させます。  

  事務局。  

○事務局  市議会議長会関係につきまして、平成 26年４月 15日火曜日、大阪府泉佐野

市のスターゲートホテル関西エアポートで、第 79回近畿市議会議長会定期総会が開

催され、議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式に引き続き、平成 25年度近畿市議会議長会の会務報告、平成

24年度近畿市議会議長会の会計決算、平成 25年度近畿市議会議長会の会計出納検査

結果報告、支部提出議案１件の審議、会長提出議案の平成 26年度近畿市議会議長会

の会計予算の審議、役員の選任を行った後、次期近畿市議会議長会定期総会の開催

市である大阪府四条畷市議会議長の挨拶が行われ、第 79回近畿市議会議長会定期総

会が終了されました。  

  定期総会終了後、アテネ五輪サッカー日本代表監督、ＮＨＫサッカー解説者山本

昌邦氏を講師に招き「勝つためのリーダーシップとチームワーク」と題して研修会

が開催されました。  

  次に、平成 26年５月 23日金曜日、和歌山市のダイワロイネットホテル和歌山で、

平成 26年度和歌山県市議会議長会第１回総会が開催され、議長と副議長が出席いた

しました。  

  主な内容は、開会式に引き続き、前回の平成 25年度和歌山県市議会議長会第３回

総会から今回の平成 26年度和歌山県市議会議長会第１回総会までの会務報告、議案

審議では、平成 25年度和歌山県市議会議長会の会計決算報告、平成 26年度和歌山県

市議会議長会の会計予算案の審議を行いました。  

  協議事項では、平成 26年度和歌山県市議会議長会第２回総会の開催市と開催予定

日について協議を行い、協議の結果、次期総会の開催につきましては、御坊市で、

平成 26年 11月７日金曜日に開催することを決定し、次期総会の開催市である御坊市

議会議長の挨拶が行われ、平成 26年度和歌山県市議会議長会第１回総会が閉会され

ました。  

  次に、平成 26年５月 28日水曜日、東京都千代田区の日比谷公会堂で、第 90回全国

市議会議長会定期総会が開催され、議長が出席いたしました。  

  主な内容は、開会式、表彰式に引き続きまして、平成 25年５月１日から平成 26年
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４月 30日までの全国市議会議長会の会務報告、平成 24年度全国市議会議長会各会計

決算の報告、平成 26年度全国市議会議長会各会計予算の審議、各種委員会の報告、

部会提出議案 25件及び会長提出議案２件の審議、部会推薦役員の選任、閉会式で感

謝状の贈呈が行われ、第 90回全国市議会議長会定期総会が閉会されました。  

○松下議長  以上で諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

日程第４  市長の行政報告  

○松下議長  日程第４  市長の行政報告を願います。  

  市長。  

○中芝市長  皆さん、おはようございます。  

  夏の気配が感じられる季節となりました。議員の皆さんには、ますますご健勝に

てご活躍のことと、お喜びを申し上げます。また、平素は岩出市発展のため、市行

政全般にわたり種々格別のご支援、ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。  

  さて、本日、平成 26年第２回岩出市議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位のご出席をいただき、開会できますことに厚くお礼を申し上げます。本会議の

開会に当たり、当面の市行政についてご報告を申し上げます。  

  まず、初めに、市政懇談会についてでありますが、今年度も区・自治会会長会と

の共催により、７月７日から８月２日までの間、市内 18会場で実施いたします。議

員各位におかれましても、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。  

  次に、紀の国わかやま国体リハーサル大会についてでありますが、平成 27年度の

紀の国わかやま国体の開催に向けて、本年８月９日と 10日の２日間、市民体育館に

おいて、ハンドボール競技のリハーサル大会として「第 19回ジャパンオープンハン

ドボールトーナメント」を開催いたします。市といたしましては、競技運営、おも

てなし等、各部門において本大会への練習の場と位置づけ取り組んでまいります。  

  次に、職員採用についてでありますが、今年度も、より幅広い人材を確保するた

め、７月 27日を１次試験日とし、一般事務職員５名、技師２名、保健師１名を募集

いたします。合格内定者につきましては、面接等の２次試験実施後、ご報告をさせ

ていただきます。  

  次に、使用済み小型家電リサイクルについてでありますが、平成 25年４月から、

使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律が施行され、現在、国にお

いて、リサイクルシステムの構築及びさらなる改良のための試験研究を想定し、実

証事業が展開されているところであります。  
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  今般、国の小型電子機器等リサイクル構築実証事業の認定が得られたことから、

市では、有用金属を含む資源の有効利用と生活環境の保全を目的とする法の趣旨を

踏まえ、本年７月より、家庭で不要となった小型電子機器等分別収集事業を試行し

てまいります。  

  次に、クリーン缶トリー運動イン岩出についてでありますが、この運動は、市民

が一体となって環境美化運動に取り組み、ごみのないまち、きれいなまち、美しい

ふるさとづくりを推進し、美化意識の向上及び生活環境の保全に対する認識を深め、

市民一人一人が美しいふるさとづくりに貢献するとともに、自主的に美化運動に取

り組む機会となることを願って、毎年開催しております。 23回目となる今年度も、

河川愛護月間中の７月 13日日曜日に、市内５カ所で一斉に清掃活動が実施できるよ

う現在準備を進めているところであり、多くの市民の方に参加していただけるよう

周知啓発を努めてまいりますので、議員各位におかれましても、ご参加のほどよろ

しくお願い申し上げます。  

  次に、道路渋滞対策事業として取り組んでおります、京奈和自動車道岩出インタ

ーチェンジへのアクセス道路、市道根来安上線新設改良事業についてでありますが、

全ての地権者との用地契約が、５月１日に完了いたしました。平成 27年度開催の紀

の国わかやま国体・大会や、供用開始が予定されている京奈和自動車道の県内全線

完了に向け、工事を進めてまいります。  

  次に、一乗閣旧県会議事堂の利活用についてでありますが、現在、一乗閣の移転

事業が進む中、一乗閣と一体となった総合的な観光拠点としての活用を行うため、

移築完成にあわせて、前倒しで事業を進めてまいります。  

  なお、用地取得のための補正予算を計上させていただいておりますので、ご審議

いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

  次に、いわで夏まつりについてでありますが、毎年、岩出市内外から多くの方々

にご来場いただき、楽市などの夜店や花火など楽しんでいただいており、このイベ

ントを通して、「活力あふれるまち、ふれあいのまち岩出」を市内外にＰＲできる

ものと考えております。  

  去る５月 15日に開催された夏まつり実行委員会におきましても、今年度も８月の

最終土曜日の 30日に開催することが決定され、多くの方々にご協力をいただき、計

画的に進めていただいているところであります。  

  次に、教育関係についてでありますが、平成 27年度に開催される紀の国わかやま

国体・大会に向け、教育委員会でも国体推進室などと連携しながら準備を進めてお
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ります。  

  学校教育では、全国から岩出市にお越しになる方々を歓迎するため、各学校にお

いて、全ての都道府県の歓迎ののぼり旗を作成するとともに、競技大会場などを彩

る花の栽培も進めているところであります。  

  体育施設の整備については、今年度は、バドミントン会場となる総合体育館の整

備工事を実施するため、４月 24日に総合体育館整備工事設計監理委託の発注を行っ

ております。今後、整備工事設計管理委託業務終了後、整備工事の入札を行い、選

手の皆さん方が安全に競技していただけるよう、施設の充実を図ってまいります。  

  以上、諸般にわたり報告させていただきましたが、これらの施策を推進するに当

たり、積極的に取り組み、市政の発展に努めてまいりますので、議員各位のご理解、

ご支援をお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。  

○松下議長  これで市長の行政報告を終わります。  

  市長の行政報告につきましては、後にコピーをいたしまして、全議員に配付させ

ていただきます。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第５  議案第 20号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例  

        等の一部改正）～  

   日程第 24 議案第 39号  岩出市公共下水道（ 1614－３）下水管布設工事請負契  

        約  

○松下議長  日程第５  議案第 20号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

税条例等の一部改正）から日程第 24 議案第 39号  岩出市公共下水道（ 1614－３）

下水管布設工事請負契約までの議案 20件を一括議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  ただいま議題となりました諸議案についてご説明を申し上げます。  

  今回、ご審議をお願いいたします案件につきましては、専決処分の承認を求める

案件が 10件、条例の一部改正が４件、平成 26年度の一般会計を初めとする補正予算

案件が３件、市道路線の廃止案件と認定案件がそれぞれ１件、工事の請負契約の案

件が１件の計 20件であります。  

  まず、初めに、専決処分の承認を求める案件についてご説明いたします。  

  議案第 20号  岩出市税条例等の一部改正、議案第 21号  岩出市都市計画税条例の

一部改正及び議案第 22号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、
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いずれも地方税法等の一部改正に伴い、改正を要したものであります。  

  次に、議案第 23号  岩出市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

の一部改正につきましては、消防団員など公務災害補償等、責任共済等に関する法

律施行令の一部改正に伴い、議案第 24号  岩出市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、上下水道局の組織改編等

に伴い、改正を要したものであります。  

  議案第 25号  平成 25年度岩出市一般会計補正予算（第５号）についてであります

が、既決の予算の総額に３億 893万 3,000円を追加し、補正後の予算の総額を 154億

5,540万 5,000円としたものであります。  

  歳入では、歳入実績及びその見込みによる法人市民税、各種交付金、地方交付税

等のほか、各事務事業費の精算及び交付決定等による事業財源などについて補正し

たものであります。  

  また、歳出では、各事務事業費の精算のほか、入札等による請負及び購入差額、

介護保険特別会計、国民健康保険特別会計及び下水道事業特別会計への繰出金、決

算収支見込みによる基金積立金などについて補正したものであります。  

  なお、繰越明許費については、繰り越しすべき事業経費の追加及び変更による補

正をしたものであります。  

  次に、議案第 26号  平成 25年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

についてでありますが、既決の予算の総額から 4,831万 8,000円を減額し、補正後の

予算の総額を 55億 931万 5,000円としたものであります。  

  歳入では、財政調整交付金と一般会計繰入金について、歳出では、一般被保険者

の療養給付費や療養費、高額療養費及び介護納付金のほか、一般会計繰出金につい

て補正したものであります。  

  次に、議案第 27号  平成 25年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いてでありますが、既決の予算総額から１億 4,574万 1,000円を減額し、補正後の予

算の総額を 27億 3,556万円としたものであります。  

  歳入では、介護給付費に係る国県支出金や支払い基金交付金、一般会計繰入金に

ついて、歳出では、居宅介護サービス給付費や居宅介護住宅改修費、居宅介護サー

ビス計画給付費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費について補正し

たものであります。  

  次に、議案第 28号  平成 25年度岩出市下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついてでありますが、既決の予算の総額から１億 217万 3,000円を減額し、補正後の
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予算の総額を 19億 2,594万 9,000円としたものであります。  

  歳入では、事業費の確定による下水道事業債や一般会計繰入金、消費税還付金な

どについて、歳出では、工事請負費や補償費、紀の川中流流域下水道那賀処理区建

設負担金、長期債償還金利などについて補正したものであります。  

  次に、議案第 29号  平成 25年度岩出市墓園事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてでありますが、既決の予算の総額に 1,175万 5,000円を追加し、補正後の予算の

総額を 3,818万 3,000円としたものであります。  

  歳入では、墓園の使用料及び手数料について、歳出では、一般会計繰出金につい

て補正したものであります。  

  以上が、専決処分の承認を求める案件についてであります。  

  次に、条例案件についてご説明いたします。  

  議案第 30号  岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正についてでありますが、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律の一部改正に伴い、所要の改正するとともに、新たに設置する

委員会委員等の報酬額について定めるものであります。  

  次に、議案第 31号  岩出市税条例の一部改正についてでありますが、地方税法の

一部改正に伴い、所要の改正を行うほか、中小法人等に関する不均一課税に係る規

定を追加するものであります。  

  次に、議案第 32号  岩出市障害程度区分認定審査会委員定数条例の一部改正につ

いてと、議案第 33号  岩出市地域生活支援事業に関する条例の一部改正につきまし

ては、いずれも、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。  

  続いて、平成 26年度補正予算案件についてご説明いたします。  

  議案第 34号  平成 26年度岩出市一般会計補正予算（第１号）についてであります

が、既決の予算の総額に 4,581万円を追加し、補正後の予算の総額を 153億 2,566万

円とするものであります。  

  歳入では、事業の補助採択や内示に伴う国県支出金の事業財源などについて補正

するものであります。歳出では、人事異動等による人件費のほか、番号制度導入に

伴うシステム改修委託料、工場設置奨励金、旧県会議事堂一乗閣を中心とした周辺

整備のための用地取得費や物件補償費、下水道事業特別会計繰出金などについて補

正するものであります。  

  次に、議案第 35号  平成 26年度岩出市下水道事業特別会計補正予算（第１号）に
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ついてでありますが、既決の予算の総額に 1,464万円を追加し、補正後の予算の総

額を 32億 2,236万 6,000円とするものであります。  

  歳入では、歳出に伴う一般会計繰入金について、歳出では、人事異動等に伴う人

件費について補正するものであります。  

  次に、議案第 36号  平成 26年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）について

でありますが、既決の収益的収入予定額の総額に 192万 9,000円を追加し、補正後の

予定額の総額を 13億 9,520万 6,000円とするとともに、収益的支出予定額の総額に

633万 9000円を追加し、補正後の予定額の総額を 19億 81万 4,000円とするものであり

ます。  

  収入では、職員の派遣にかかる交付金について、支出では、人事異動等による人

件費について補正するものであります。  

  次に、議案第 37号  市道路線の廃止については、既存の市道路線を廃止するため、

議案第 38号  市道路線の認定については、開発行為による帰属道路 13路線を市道認

定するため、道路法の規定により議会の議決を求めるものであります。  

  最後に、議案第 39号  岩出市公共下水道（ 1614－３）下水管布設工事請負契約に

ついてでありますが、岩出市公共下水道の下水管布設工事に伴う工事請負契約を締

結するに当たり、予定価格が１億 5,000万円以上であるため、議会の議決に付する

契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

めるものであります。  

  以上、各議案についてご説明いたしましたが、いずれも重要案件でございますの

で、慎重審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

○松下議長  これで市長の提案理由の説明を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○松下議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。次の会議を６月 16日、月曜日、午前９時 30分から開くことに

ご異議ありませんか。  

（異議なし）  

○松下議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議は、６月 16日、月曜日、午前９時 30分から開くことに決しまし

た。  

  本日は、これにて散会いたします。  

  どうもご苦労さまでございました。  
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～～～～～～～～○～～～～～～～～  

                  散会             （ 10時 05分）  


